
 

鶴岡市生活安全推進協議会 

 

日時：令和６年７月 11日（木） 

午後３時 

場所：鶴岡市役所６階  大会議室 

 

 

次  第 

 

１ 開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 協  議 

 

（1）令和５年度鶴岡市の生活安全事業の実施状況について 

 

（2）令和６年度鶴岡市の生活安全事業の実施計画について 

 

（3）その他 

 

 

４ 講  話 

 

「鶴岡市の犯罪情勢について」 

鶴岡警察署生活安全課長 新野 文彦 氏 

 

 

５ 閉  会 



任期　令和5年8月1日～令和7年7月31日

役　職 職　　　　名 氏　　　　名

会　長 鶴岡市長 皆　川　　　治

1 委　員 鶴岡市副市長 阿　部　真　一

2 委　員 鶴岡警察署生活安全課長 新　野　文　彦

3 委　員 鶴岡市防犯協会会長（第一学区支部長） 石　川　俊　志

4 委　員 鶴岡市青少年育成市民会議会長 三　浦　　　孝

5 委　員 鶴岡市民生児童委員協議会連合会会長 阿　部　和　廣

6 委　員
鶴岡市町内会連合会理事
　　（泉町町内会長）

石　向　　　隆

7 委　員
鶴岡市自治振興会連絡協議会
（大泉地区自治振興会会長）

佐　藤　八　男

8 委　員
鶴岡市ＰＴＡ連合会常任委員
（鶴岡市豊浦小学校ＰＴＡ会長）

小　野　洋　平

9 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（黄金支部長） 長谷川　喜美雄

10 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（藤島支部理事） 髙　山　与　一

11 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（手向支部長） 豊　田　文　夫

12 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（櫛引支部長） 梅　津　成　夫

13 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（朝日支部長） 齋　藤　良　弘

14 委　員 鶴岡市防犯協会副会長（温海支部長） 本　間　新　一

15 委　員 鶴岡市防犯協会幹事（大山支部長） 菅　原　　　優

16 委　員 鶴岡市市民部長 伊　藤　慶　也

17 委　員 鶴岡市市民部危機管理監 五十嵐　孝　義

18 委　員 鶴岡市参事兼広報官兼健康福祉部福祉課長 佐　藤　尚　子

19 委　員 鶴岡市建設部長 坂　井　正　則

20 委　員 鶴岡市教育委員会教育部長 永　壽　祥　司

鶴岡市生活安全推進協議会委員名簿
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（１）令和５年度鶴岡市の生活安全事業の実施状況について 

１ 防犯啓発活動 ＜防災安全課＞ 

◇各地域共通 

(1)広報 

①防犯啓発チラシの作成及び配布（広報つるおか２月号へ折込み） 

②会報「防犯つるおか」の作成及び配布(広報つるおか３月号へ折込み) 

③広報つるおかに防犯啓発記事の掲載 

④地域安全運動期間等の防犯チラシ、ポスター掲示（各施設での掲示等） 

※公益社団法人山形県防犯協会連合会作成のチラシ・ポスターを使用 

(2)防犯協会支部長・女性部長等合同研修会（約３０名参加） 

・日時 令和６年２月７日（水） 

・会場 荘内神社参集殿 

・内容 ①防犯祈祷 

②講話 

     講師：鶴岡警察署生活安全課長 鈴木 雄介 氏 

③防犯功労者表彰受章披露会 

 

(3)防犯作文の募集・表彰 

・募集校 朝暘第三小、朝暘第四小、斎小、上郷小、豊浦小、 

西郷小、渡前小、広瀬小、櫛引西小、あつみ小 

・応募校  ６校 

・応募点数 11点 

・最優秀１点、優秀２点、優良３点を選定し、荘内日報へ最優秀及び優秀作品、

防犯協会広報紙「防犯つるおか」へ最優秀作品を掲載 

・令和５年 11月 15日開催の「安全で明るいまちづくり鶴岡大会」において賞

状授与 

 

(4)少年の主張大会鶴岡地区大会（鶴岡警察署生活安全課と連携） 

・日時 令和５年９月１０日（日） 

・場所  鶴岡市消防本部 

・内容 鶴岡市内中学校・三川中学校の代表者５名による弁論大会上位５名が庄

内ブロック大会へ出場 

 

 (5)防犯広報標語・ポスター募集（鶴岡警察署生活安全課と連携） 

    ・内容 広く小中学生から募集し市内大型店舗等で応募作品を展示する。また、

審査会を開催し上位作品を山形県防犯協会連合会へ上申。 

 

資料１ 
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◇鶴岡地域 

(1)街頭啓発 

①「明るいやまがた夏の安全県民運動」への参加 

②防犯協会支部活動への協力 

・だだちゃ豆パトロール（大泉支部） 

③全国地域安全運動に伴う防犯活動への参加【悪天候により中止】 

 

◇藤島地域 

(1)啓発物品の配布 

①防犯のぼりを各町内会に配付 

②令和５年６月１５日に大型スーパー店舗前にて、８月１５日に庄内たがわ農業協

同組合藤島支所入口でティッシュ、チラシ配布 

 

(2)防犯手帳の配付 

①防犯連絡員（藤島地域２８名）へ防犯手帳を配付 

 

(3)大会等諸活動 

①明るいまちづくり藤島大会を、６月２５日に交通安全推進協議会藤島支部 

と共催 

 

◇羽黒地域 

(1)地域環境点検整備（手向支部） 

①青色防犯パトロール 

    (2)防犯研修会（広瀬支部） 

     会場 広瀬地区地域活動センター 

     講師 羽黒駐在所 堀 寛之 様 

 

◇櫛引地域 

    (1)街頭啓発・地域安全活動 

①『毎月 1日は交通安全・防犯の日』として、各家庭で玄関先に小旗掲揚の運動推

進。併せて、前日及び当日朝に音声告知放送による啓発。 

②０００
なしなしなし

作戦 

「犯罪は
和

なし、交通事故は
和

なし、飲酒運転は
和

なし、」（和梨・啓発チラシ等配布） 

・日 時  令和５年９月２５日（木） 

・場 所  産直あぐり 

・参 加  １７名 

(防犯 4、推進協 1、母の会 2、安協 3、警察 1、JA1、民児 1、老ク 1、事務局 3) 
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③サクランボ盗難防止パトロール実施 

・場所 西片屋地区 

・期間 ６月中 

 

(2)広報 

①ケーブルテレビ、広報誌等による広報活動の実施 

②防犯チラシの配布(防犯やまがた、鶴岡地区防犯ネットワークだより) 

③ポスター掲示(公共施設、金融機関等) 

 

(3)啓発物品の配付等 

①各地区に防犯のぼり旗(80枚)・ポール(60本)を配付 

②防犯連絡員へ防犯手帳の配付（防犯連絡員 23名） 

 

◇朝日地域 

(1)街頭啓発  

①「明るいやまがた夏の安全県民運動」等への参加 

②安全運転ふれあい活動 

 

(2)啓発物品の配付等 

①朝日管内の新入学児童・生徒（防犯ブザー） 

②朝日中不審者対応訓練の支援（さすまた） 

 

◇温海地域 

(1)街頭啓発 

①安全運転ふれあい活動（道の駅しゃりん駐車場） 

 

(2)広報 

①防犯関係チラシ、ポスターによる広報活動の実施 

 

(3)啓発物品の配付等 

①温海管内の新入学児童（いかのおすしチラシ・防犯ブザー等） 

②明るいまちづくり温海大会 

③温海庁舎窓口等での啓発用ポケットティッシュの配布（通年） 

 

２ 防犯灯整備事業 ＜コミュニティ推進課＞ 

(1)防犯灯新設等補助事業 

①住民自治組織等が行う防犯灯の新設・移設・更新・専用柱の設置等に補助 

金を交付 

・新設補助金 26灯、移設補助金 3灯、更新補助金 5灯、専用柱補助金 2本 
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３ 子どもの安全対策関連事業 ＜教育委員会＞ 

(1)青少年健全育成事業 

（青少年育成市民会議・青少年育成推進員連絡協議会、教育委員会を中心に活動） 

①市民会議会報作成配付（旧市各世帯） 

②青少年育成推進員研修会 

③長期休業中等の特別街頭指導 

④登下校の指導（学校を通して） 

 

(2)児童・生徒総合安全対策推進事業 

①パトロール用品の支援 

・見守り隊用ベスト 13校 94枚 

 

(3)青少年育成センター事業 

①街頭指導：187回 （指導少年数：18名） 

②少年相談：7件 

③環境点検改善活動 

    ・青少年を守る店運動 

    ・有害図書類自動販売機環境点検 

④研修活動 

 ・青少年健全育成県民大会 

 ・青少年育成委員研修会 

 

(4)下校時巡回 

①青色回転灯搭載車による巡回パトロールの実施 

・鶴岡市内小・中・高等学校周辺地域における下校時を中心としたパトロール 

 

４ 民生児童委員設置活動事業 ＜福祉課＞ 

(1)住民の生活状況の把握 

・担当区域内の住民の世帯票、高齢者世帯台帳等の整備 

 

(2)訪問活動 

①地域で見守りが必要な方への声かけ・訪問活動の実施 

・独居高齢者訪問（独居高齢者等訪問支援事業、長寿介護課） 

見守り等を必要とする 70 歳以上のひとり暮らし高齢者宅を民生児童委員が週１

回乳酸飲料等を持参しながら訪問し、安否確認と相談支援を行う。 

 

(3)相談、連絡・調整 

・担当区域内の住民から相談を受けた際、行政など関係機関と連絡を取り情報共有

を図った。 
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(4)市福祉事務所など関係機関の業務への協力 

・各種支援制度や福祉サービスの対象者に対する情報提供 

 

 (5)会議・行事 

・民児協定例会（月 1回）、研修会を実施 

 

５ 自主防犯活動支援等事業 ＜防災安全課＞ 

(1)防犯用品の購入補助（防犯のぼり旗、腕章、帽子、ベスト） 

・補助申請 17支部 

・のぼり旗 561枚（旗さお 291本）、腕章 15枚、帽子 49個、 

ベスト 35着 

 

(2)地域安全推進モデル事業交付金支援 

・地域における安全活動の推進を図るため、防犯協会支部が行う新たな 

取り組み等をモデル事業に指定し、交付金を交付する。 

① 第三学区支部：看板製作及び設置作業等 

② 第四学区支部：青パト活動による防犯啓発 

③ 京田支部：防犯パトロール地域啓発活動 

   

６ 再犯防止、更生保護に関する活動  ＜福祉課＞ 

(1)社会を明るくする運動 

 すべての国民が、犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立

場において力を合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動。社会を明るくす

る運動鶴岡市実施委員会で啓発等活動に取り組んでいる。 

①保護司会から市長等への内閣総理大臣メッセージの伝達 

②街頭立哨、のぼり旗・ポスターの掲示、広報掲載等による啓発活動 

④学校訪問、啓発物品配布による啓発活動 

⑤園児を対象としたぬりえコンテストの実施 

⑥中学２年生を対象とした標語コンテストの実施 

 

   (2)鶴岡市再犯防止推進計画の策定 

    ・「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成 28 年施行）に努力義務として規定さ

れる「地方再犯防止推進計画」について、鶴岡市再犯防止推進協議会において協

議を進め、令和６年３月に「鶴岡市再犯防止推進計画」を策定した。 

【策定の目的】 

     再犯者率を下げ、みんなが安心して暮らせる社会とするため 

    【計画期間】 

     令和６年度～令和１０年度（５年間） 



 6 

    【計画のポイント】 

     ①住居の確保に向けた支援 

     ②就労に関する支援 

     ③更生保護に対する理解を促進する取組 

 

７ その他 

(1)意識高揚、啓発イベントの開催 

①安全で明るいまちづくり鶴岡大会 

・開催日  令和５年１１月１５日（水） 

・会場   鶴岡市中央公民館 

・内容   ・防犯ポスター、防犯標語、防犯作文、交通安全ポスター表彰式 

      ・山形県警察本部人身安全少年課少年サポートセンターによる講演 

 

②明るいまちづくり藤島大会 

・開催日  令和５年６月２５日（日） 

・会場   藤島地区地域活動センター 大ホール 

・内容   研修①：最近の消費者トラブルと対策について 

       講師：庄内消費生活センター 消費者教育コーディネーター 

                           髙橋 ちあき 

      研修②：交通情勢と夏型事故防止について 

       講師：鶴岡警察署交通課 交通安全係長  大瀧 泰義 

 

③明るい地域づくり羽黒大会の開催 

・開催日  令和５年１０月１２日（木） 

・会場   羽黒コミュニティセンター 

・内容   自転車の法制度改正について 

            講師：鶴岡警察署交通課 大瀧 泰義 様 

     ・参加   １０１名 

 

④明るいまちづくり櫛引大会 

〇例年主会場である櫛引生涯学習センターが耐震改修工事のため大会ではなく、 

代替啓発活動を実施した。（「全国地域安全運動」期間中に実施） 

   ・ＫＣＴによる文字放送と音声告知放送。（10/11～10/20） 

   ・庁用車で交通安全と防犯の呼びかけ（10/12～10/20） 

   ・企業に旗の掲示依頼とチラシの配布（14企業に訪問し依頼） 

 

⑤明るいまちづくり温海大会の開催 

・開催日  令和５年１１月１９日（日） 

・会場   温海ふれあいセンター 



 7 

・内容   講演：交通事故防止について 

      講師：鶴岡警察署交通課 

     ・参加   ７２名 

 

(2)消費生活対策事業（消費生活に関する苦情・相談件数）＜市民課＞ 

消費生活センター受付分 

各庁舎 

受 付 
合計 

商品等 役務（サービス等） 

その他 
食料品 住居品 

商品 

一般 
その他 

金融 

保険 

運輸 

通信 

保健 

福祉 
その他 

65 26 81 210 59 91 21 199 26 0 778 

                            （令和５年度） 

33 13 52 195 34 60 33 90 27 0 537 

                              （参考 令和４年度） 

 

(3)鶴岡市広報への掲載（記事掲載、折り込み） 

 ５月号 犯罪被害防止啓発 

 ９月号 少年の主張鶴岡地区大会周知 

１０月号 全国地域安全運動周知 

１１月号 安全で明るいまちづくり鶴岡大会周知 

１２月号 うそ電話詐欺注意啓発 

 ２月号 「防犯啓発チラシ」（折り込み） 

 ３月号 「防犯つるおか」（折り込み） 

 

(4)放置自転車対策＜都市計画課＞ 

①放置自転車の撤去 

・６月に鶴岡駅前自転車整理区域や自転車駐車場に放置されている２３ 

台の放置自転車を撤去した。 

 

②巡回点検 

・シルバー人材センターに業務を委託し、４月から１１月までの８か月間 

は月４回、１２月から３月までの４か月間は月２回の頻度で、鶴岡駅前 

自転車整理区域内において、放置自転車防止の巡回指導点検、及び駅北 

自転車駐車場・パークビル自転車駐車場において巡回点検や清掃等の環 

境保全を実施した。 
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（２）令和６年度鶴岡市の生活安全事業の実施計画について 

１ 防犯啓発活動 ＜防災安全課＞ 

・鶴岡市防犯協会を中心として、防犯関係機関と連携しながら各支部や地域の防犯

活動を支援するとともに、鶴岡市全体が一丸となって啓発活動及び地域に密着し

た防犯活動を推進する。 

(1)地域安全活動の推進 

山形県防犯協会連合会及び鶴岡警察署等と密接な連携を保ち、次の活動を行う。 

①各季における地域安全活動の実施 

         ・「明るいやまがた」夏の安全県民運動  （７月～８月） 

         ・全国地域安全運動            （１０月） 

         ・年末地域安全運動          （１２月） 

②防犯意識高揚のための広報活動の推進 

         ・防犯協会各支部の「のぼり旗」等防犯用品の購入に対する補助 

         ・防犯協会会報「防犯つるおか」及び防犯チラシの発行 

         ・街頭及び店頭での啓発 

 

(2)「安全で明るいまちづくり鶴岡大会」等の開催 

・「安全で明るいまちづくり鶴岡大会」等を鶴岡市交通安全推進協議会鶴岡 

支部、鶴岡市防犯協会、暴力のない明るい鶴岡市をつくる市民の会、そ 

の他の関係団体とともに開催する。 

・少年の主張大会鶴岡地区大会、防犯標語・防犯ポスター募集を鶴岡警察 

署と連携して実施する。 

 

(3)地域防犯組織の充実と地域防犯活動の推進 

・地域防犯活動の推進を図るため、防犯協会の運営に対して助成する。 

防犯協会においては、各支部に対し交付金を交付するとともに、地域事業推進

費等を支出し、各地域独自の防犯活動を支援する。また、各支部組織の充実に

向け、研修会を行う。 

 

(4)青少年の健全育成と環境づくりの推進 

        ・鶴岡市青少年育成市民会議等の青少年健全育成を進める関係機関・団体の運動

と協調し、次の活動を行う。 

①青少年の非行防止意識高揚のため、巡回指導等を行う。 

②児童の防犯意識の高揚を図ることを目的に、指定した小学校から防犯作 

文を募集して優秀作品を表彰するとともに、新聞に掲載する。 

③「万引きをしない・させない・ゆるさない」の３Ｓ運動を推進し、万引 

き・非行の防止を図る。 

 



 9 

(5) 高齢者が犯罪に巻き込まれないよう安心して暮らせる環境づくりの推進 

    ・一人暮らしの高齢者宅に防犯訪問や積極的な声かけを行いながら、地域 

が一体となって、高齢者が犯罪に巻き込まれない環境づくりを推進する。 

 

２ 防犯灯整備事業 ＜コミュニティ推進課＞ 

(1)防犯灯新設等補助事業 

・住民自治組織等が行う防犯灯の新設・移設・更新・専用柱の設置等につい 

て補助金を交付する。 

 

３ 子どもの安全対策関連事業 ＜教育委員会＞ 

(1)青少年育成健全事業（青少年育成市民会議・青少年育成推進員連絡協議会、 

教育委員会を中心に活動） 

①市民会議会報作成配付（旧市各世帯） 

②青少年育成推進員研修会 

③長期休業中等の特別街頭指導 

④登下校の指導（学校を通して） 

 

(2)児童・生徒総合安全対策推進事業 

①地域学校安全指導員による学校訪問指導・地域巡視 

②各地区見守り隊パトロール用品の支援 

・見守り隊用ベスト：90枚作製・配布予定 

 

(3)青少年育成センター運営事業 

①街頭指導及び少年相談 

②環境点検改善活動 

・青少年を守る店運動 

・有害図書類自動販売機環境点検 

③研修活動 

・育成委員研修会等 

(4) 下校時巡回 

①青色回転灯搭載車による巡回パトロール 

・地域学校安全指導員による、鶴岡市内小・中・高等学校周辺の下校時を 

中心としたパトロールを実施する。 

 

４ 民生児童委員設置活動事業  ＜福祉課＞ 

(1)住民の生活状況の把握 

・担当区域内の住民の世帯票、高齢者世帯台帳等の作成、整備 
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(2)訪問活動 

①地域で見守りが必要な方への声かけ、訪問活動の実施 

・独居高齢者訪問（独居高齢者等訪問支援事業、地域包括ケア推進課）の実施 

見守り等を必要とする 70歳以上のひとり暮らし高齢者宅を民生児童委員 

が週１回乳酸飲料等を持参しながら訪問し、安否確認と相談支援を行う。 

 

(3)相談、連絡・調整 

・担当区域内の住民から相談を受け、行政など関係機関へ連絡・調整を図る。 

 

(4)市福祉事務所など関係機関の業務への協力 

・各種支援制度や福祉サービスの対象者に対する情報提供や利用の援助を行う。 

 

(5)会議・行事への参加 

・民児協定例会（月 1回）、お茶のみサロン、研修会、学校行事への参加等 

 

５ 自主防犯活動支援等事業 ＜防災安全課＞ 

(1)防犯用品の支給・支援 

・防犯のぼり旗、防犯ベスト等の購入補助（購入額の 1/2 補助、限度 20,000 円）

を行う。 

 

(2)地域安全推進モデル事業交付金 

・地域における安全活動の推進を図るため、防犯協会支部が行う新たな 

取り組み等をモデル事業に指定し、交付金を交付する。 

 

 ６ 再犯防止、更生保護に関する活動  ＜福祉課＞ 

   (1)社会を明るくする運動 

①保護司会から市長等への内閣総理大臣メッセージの伝達 

②街頭立哨、のぼり旗・ポスターの掲示、広報掲載等による啓発活動 

④学校訪問、啓発物品配布による啓発活動 

⑤園児を対象としたぬりえコンテストの実施 

⑥中学２年生を対象とした標語コンテストの実施 

 

   (2)鶴岡市再犯防止推進計画の推進 

    ・住民向け、関係機関向けの計画の周知 

    ・関係機関職員を対象にした再犯防止施策に関する研修会の実施 
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７ その他 

(1)各地域における防犯イベントの開催 

・防犯意識の高揚や交通安全推進のため大会を開催する。 

① 安全で明るいまちづくり鶴岡大会（藤島地域と合同開催予定） 

・日程 令和６年１１月２０日（水） 

・会場 中央公民館 

 

② 明るい地域づくり羽黒大会 

日程、内容については未定 

 

③ 明るいまちづくり櫛引大会 

日程 未定 

 

④ 明るいまちづくり温海大会 

・日程 令和６年１１月１７（日） 

・会場 温海ふれあいセンター 

 

(2)消費生活対策事業 

・消費生活問題に対応するため、消費生活専門相談員を複数配置し、相談に応じる

とともに、出前講座などを開催し消費者被害防止及び啓発に努める。 

 

   (3)広報誌への記事掲載等 

・防犯及び消費者犯罪被害防止等のために、広報つるおかへの掲載及びチラシの折

込みを実施する。 

 

(4)放置自転車対策＜都市計画課＞ 

①街頭指導 

・ＪＲ鶴岡駅周辺で、放置防止の指導、長期間放置されている自転車の撤去を実施

する。 

 

②巡回点検 

・シルバー人材センターに業務を委託し、４月から１１月までの８か月間は月４回、

１２月から３月までの４か月間は月２回の頻度で、鶴岡駅前自転車整理区域内に

おいて、放置自転車防止の巡回指導及び点検、また駅北自転車駐車場・パークビ

ル自転車駐車場において巡回点検や清掃等の環境保全を実施する。 
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鶴岡市生活安全条例 

平成 17年 10月 1日 

条例第 20号 

（目的） 

第 1条 この条例は、市民等の安全に対する意識の高揚及び地域における安全活動の推進を図る

ことにより、犯罪、事故等を未然に防止し、安全で快適な生活の実現に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第 2条 この条例において「市民等」とは、市内に住所を有する者及び滞在する者、市内に所在

する土地又は家屋を所有し、又は管理する者並びに市内において事業を行うものをいう。 

（市の責務） 

第 3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策（以下「市

の施策」という。）を実施するよう努めなければならない。 

 （1）市民等の自主的な安全活動の支援に関すること。 

 （2）犯罪、事故等の防止に関する広報及び啓発活動に関すること。 

 （3）犯罪、事故等を防止するための環境の整備に関すること。 

 （4）前 3号に掲げるもののほか、犯罪、事故等の防止に関すること。 

 2 市は、市の施策を実施するに当たって、国、県その他の関係機関及び団体（以下「関係機関

等」という。）と緊密な連携を図るよう努めなければならない。 

（市民等の責務） 

第 4条 市民等は、自らの生活の安全の確保及び地域における安全活動の推進に努めるとともに、

市の施策及び関係機関等が実施する生活の安全に関する施策に協力するよう努めなければなら

ない。 

（鶴岡市生活安全推進協議会） 

第 5条 市の施策を効果的に実施するため、鶴岡市生活安全推進協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

 2 協議会は、犯罪、事故等を防止するために必要な事項について協議するものとする。 

 3 協議会は、会長及び委員をもって組織する。 

 4 会長は、市長をもって充てる。 

 5 協議会は、委員 30人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 （1） 関係機関等の役職員 

 （2） 犯罪、事故等の防止に関し識見を有する者 

 （3） 市の職員 

（委任） 

第 6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

 この条例は、平成 17年 10月 1日から施行する。 



13 

鶴岡市生活安全推進協議会規則 

平成 17年 10月 1日 

規則第 26号 

 

（趣旨） 

第 1 条 この規則は、鶴岡市生活安全条例(平成 17 年鶴岡市条例第 20 号)第 5 条第 1 項に

規定する鶴岡市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（任期） 

第 2条 協議会の委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第 3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第 4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

4 協議会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第 5条 協議会の庶務は、市民部防災安全課において処理する。 

（一部改正〔平成 24年規則 16号〕） 

 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 17年 10月 1日から施行する。 

（任期の特例） 

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱、任命される委員の任期は、第 2条の規定に

かかわらず、委嘱、任命された日から平成 18年 3月 31日までとする。 

 

附 則（平成 24年 3月 30日規則第 16号）抄 

（施行期日） 

1 この規則は、平成 24年 4月 1日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講話 「鶴岡市の犯罪情勢について」 

鶴岡警察署 生活安全課長  新野 文彦 氏 


